
三
三
三

第
十
四
章　

調
査
会　
　

（
三
四
一
）

第
十
五
章　

憲
法
審
査
会　
　

（
三
四
二
）

第
十
五
章　

憲
法
審
査
会

三
四
二　

憲
法
審
査
会
は
、
日
本
国
憲
法
及
び
日
本
国
憲
法
に
密
接
に
関
連
す

る
基
本
法
制
に
つ
い
て
広
範
か
つ
総
合
的
に
調
査
を
行
い
、
憲
法
改

正
原
案
、
日
本
国
憲
法
に
係
る
改
正
の
発
議
又
は
国
民
投
票
に
関
す

る
法
律
案
等
を
審
査
す
る

憲
法
審
査
会
は
、
日
本
国
憲
法
及
び
日
本
国
憲
法
に
密
接
に
関
連
す
る
基
本
法
制
に
つ
い
て
広
範
か
つ
総
合
的
に
調
査

を
行
い
、
憲
法
改
正
原
案
、
日
本
国
憲
法
に
係
る
改
正
の
発
議
又
は
国
民
投
票
に
関
す
る
法
律
案
等
を
審
査
す
る
。

（
注
）
憲
法
審
査
会
は
、
第
百
六
十
六
回
国
会
に
お
け
る
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）

の
制
定
に
よ
り
国
会
法
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
、
第
百
六
十
七
回
国
会
の
召
集
日
（
平
成
十
九
年
八
月
七
日
）
に
設
置
さ
れ
た
。

国
第
一
〇
二
条

　
の
六
　
　
　

憲
規

　
第

一

条



三
三
四

三
四
三　

憲
法
審
査
会
は
、
四
十
五
人
の
委
員
で
組
織
す
る

憲
法
審
査
会
は
、
四
十
五
人
の
委
員
で
組
織
す
る
。

委
員
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
各
会
派
の
所
属
議
員
数
の
比
率
に
よ
り
各
会
派
に
割
り
当
て
、
各
会

派
の
申
出
に
基
づ
き
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
選
任
す
る
。

参
照　

六
号
、
九
号
、
一
〇
号
、
一
二
号
、
三
二
二
号

三
四
四　

会
長
は
、
憲
法
審
査
会
の
議
事
を
整
理
し
、
秩
序
を
保
持
し
、
及
び

憲
法
審
査
会
を
代
表
す
る

会
長
は
、
憲
法
審
査
会
の
議
事
を
整
理
し
、
秩
序
を
保
持
し
、
及
び
憲
法
審
査
会
を
代
表
す
る
。

参
照　

一
三
号
、
三
二
三
号

憲
規

　
第

二

条

　
第

三

条

憲
規

　
第

五

条



三
三
五

第
十
五
章　

憲
法
審
査
会　
　

（
三
四
三
―
三
四
五
）

三
四
五　

会
長
は
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
そ
の
委
員
が
互
選
す
る

会
長
は
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
そ
の
委
員
が
互
選
す
る
。

会
長
の
互
選
に
当
た
っ
て
は
、
委
員
中
の
年
長
者
が
会
長
の
職
務
を
行
う
。

会
長
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
定
め
た
会
派
に
対
す
る
割
当
て
に
基
づ
き
、
当
該
会
派
か
ら
あ
ら
か
じ

め
推
薦
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
会
長
の
職
務
を
行
う
年
長
者
の
指
名
に
よ
り
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る
。

な
お
、
会
長
を
会
派
に
割
り
当
て
な
い
場
合
に
お
い
て
、
会
長
を
無
名
投
票
に
よ
り
互
選
し
た
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

第
百
七
十
九
回
国
会
憲
法
審
査
会
（
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
一
日
）
に
お
い
て
、
会
長
を
選
任
す
る
に
当
た
り
、

会
長
の
職
務
を
行
っ
た
年
長
者
江
口
克
彦
君
の
発
議
に
よ
り
無
名
投
票
に
よ
っ
て
互
選
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
小
坂

憲
次
君
が
当
選
し
た
。

な
お
、
江
口
克
彦
君
は
投
票
を
行
っ
た
。

参
照　

一
六
号
―
二
一
号
、
三
一
号
、
三
二
四
号

憲
規

　
第

四

条

（
規
第
八
〇
条
）



三
三
六

三
四
六　

会
長
の
辞
任
は
、
憲
法
審
査
会
が
許
可
す
る

会
長
が
辞
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
書
で
幹
事
に
そ
の
旨
を
申
し
出
、
幹
事
は
憲
法
審
査
会
に
諮
っ
て
こ
れ
を
許

可
す
る
。

参
照　

二
二
号
、
二
五
号
、
三
二
五
号
、
三
四
七
号

三
四
七　

会
長
の
辞
任
を
許
可
し
た
と
き
は
、
引
き
続
き
そ
の
補
欠
選
任
を
行

う
の
を
例
と
す
る

憲
法
審
査
会
に
お
い
て
、
会
長
の
辞
任
を
許
可
し
た
と
き
は
、
当
日
の
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
引
き
続
き
そ
の
補
欠
選

任
を
行
う
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

二
三
号
、
三
二
六
号
、
三
四
五
号
、
三
四
六
号

憲
規

　
第

四

条

（
規
第
八
〇
条
）



三
三
七

第
十
五
章　

憲
法
審
査
会　
　

（
三
四
六
―
三
四
八
）

三
四
八　

幹
事
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
定
め
た
幹
事
の
数
及

び
各
会
派
に
対
す
る
割
当
て
に
基
づ
き
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
選

任
す
る
の
を
例
と
す
る

幹
事
は
、
あ
ら
か
じ
め
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
定
め
た
幹
事
の
数
及
び
各
会
派
に
対
す
る
割
当
て
に
基
づ

き
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
選
任
す
る
の
を
例
と
す
る
。

○
憲
法
審
査
会
の
幹
事
の
選
任
基
準
に
関
す
る
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
決
定

第
百
八
十
三
回
国
会
閉
会
後
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
（
平
成
二
十
五
年
七
月
三
十
一
日
）

憲
法
審
査
会
の
幹
事
は
、
院
内
交
渉
会
派
に
対
し
て
は
少
な
く
と
も
一
名
を
割
り
当
て
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
会
長
代
理
の
指
名
に
つ
い
て
申
合
せ
を
行
っ
た
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

○
憲
法
審
査
会
の
運
営
に
関
す
る
申
合
せ

第
百
七
十
九
回
国
会
憲
法
審
査
会
幹
事
会
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日
）

憲
法
調
査
会
以
来
の
先
例
を
踏
ま
え
、
次
の
よ
う
に
申
し
合
わ
せ
る
。

○
会
長
が
会
長
代
理
を
指
名
し
、
第
一
会
派
又
は
第
二
会
派
の
う
ち
会
長
の
所
属
し
な
い
会
派
の
幹
事
の
中
か
ら

憲
規

　
第

六

条

（
規
第
三
一
条
）



三
三
八

選
定
す
る
。

○
憲
法
審
査
会
の
会
長
代
理
の
指
名
に
関
す
る
申
合
せ

第
百
八
十
五
回
国
会
憲
法
審
査
会
幹
事
会
（
平
成
二
十
五
年
十
一
月
六
日
）

憲
法
調
査
会
以
来
の
先
例
を
踏
ま
え
、
次
の
と
お
り
申
し
合
わ
せ
る
。

○
会
長
が
会
長
代
理
を
指
名
し
、
野
党
第
一
会
派
の
幹
事
の
中
か
ら
選
定
す
る
。

参
照　

二
五
号
―
三
五
号
、
三
二
七
号

三
四
九　

憲
法
審
査
会
は
、
会
期
中
で
あ
る
と
閉
会
中
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、

い
つ
で
も
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
る

憲
法
審
査
会
は
、
会
期
中
で
あ
る
と
閉
会
中
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
い
つ
で
も
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
定
め
で
あ
る
。

な
お
、
日
本
国
憲
法
に
係
る
改
正
の
発
議
又
は
国
民
投
票
に
関
す
る
法
律
案
の
審
査
は
、
議
院
の
会
議
に
お
い
て
閉
会

中
も
な
お
審
査
す
る
こ
と
を
議
決
し
た
場
合
に
限
り
、
閉
会
中
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

参
照　

二
九
六
号
―
三
〇
〇
号

国
第
一
〇
二
条

　
の
九
　
　
　

⎛

国
第
四
七
条⎞

⎝

　
第
六
八
条⎠

憲
規

　
第

八

条



三
三
九

第
十
五
章　

憲
法
審
査
会　
　

（
三
四
九
―
三
五
一
）

三
五
〇　

憲
法
審
査
会
は
、
必
要
に
応
じ
、
会
長
の
発
議
又
は
委
員
の
動
議
に

よ
り
小
委
員
会
を
設
け
る

小
委
員
会
は
、
憲
法
審
査
会
が
、
必
要
に
応
じ
、
会
長
の
発
議
又
は
委
員
の
動
議
に
よ
り
こ
れ
を
設
け
る
。

参
照　

一
九
九
号
―
二
〇
九
号
、
二
一
二
号
―
二
一
九
号
、
三
二
九
号

三
五
一　

憲
法
審
査
会
に
お
い
て
公
聴
会
を
開
く
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、

公
聴
会
開
会
承
認
要
求
書
を
議
長
に
提
出
す
る

憲
法
審
査
会
が
審
査
又
は
調
査
の
た
め
公
聴
会
を
開
く
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
は
、
会
長
は
、
議
案
の
名
称
又
は
調
査

事
項
、
問
題
及
び
開
会
の
日
を
記
載
し
た
公
聴
会
開
会
承
認
要
求
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
議
長
に
提
出
し
て
そ
の
承
認

を
求
め
る
。参

照　

二
二
〇
号
―
二
二
八
号
、
三
三
〇
号
、
諸
表
一
八

憲
規

　
第

七

条

憲
規

　
第
一
七
条

（
規
第
六
二
条
）



三
四
〇

三
五
二　

憲
法
審
査
会
は
、
委
員
会
又
は
調
査
会
と
協
議
し
て
連
合
審
査
会
を

開
く
こ
と
が
で
き
る

憲
法
審
査
会
は
、
委
員
会
又
は
調
査
会
と
協
議
し
て
連
合
審
査
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
定
め
で
あ
る
。

参
照　

二
二
九
号
―
二
四
〇
号
、
二
四
五
号
、
二
四
六
号
、
三
三
一
号

三
五
三　

参
考
人
の
出
席
を
求
め
る
に
は
、
参
考
人
出
席
要
求
書
を
議
長
に
提

出
す
る

審
査
又
は
調
査
の
た
め
参
考
人
の
出
席
を
求
め
る
に
は
、
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
、
参
考
人
の
氏
名
、
意
見
を
求
め
る

事
項
及
び
出
席
を
求
め
る
日
時
を
決
定
し
、
会
長
か
ら
こ
れ
ら
を
記
載
し
た
参
考
人
出
席
要
求
書
を
議
長
に
提
出
し
、

議
長
は
文
書
を
も
っ
て
参
考
人
に
出
席
を
求
め
る
。

参
照　

二
七
三
号
―
二
七
七
号
、
三
三
四
号

憲
規

　
第
二
六
条

（
規
第
三
六
条
）

憲
規

　
第
一
八
条



三
四
一

第
十
五
章　

憲
法
審
査
会　
　

（
三
五
二
―
三
五
五
）

三
五
四　

委
員
を
派
遣
す
る
に
は
、
委
員
派
遣
承
認
要
求
書
を
議
長
に
提
出
す

る

憲
法
審
査
会
は
、
議
長
の
承
認
を
得
て
、
審
査
又
は
調
査
の
た
め
委
員
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
定
め
で
あ
る
。

委
員
を
派
遣
す
る
に
は
、
派
遣
の
目
的
、
委
員
の
氏
名
、
派
遣
地
、
期
間
及
び
費
用
を
記
載
し
た
委
員
派
遣
承
認
要
求

書
を
議
長
に
提
出
す
る
。

参
照　

二
七
八
号
―
二
八
一
号
、
三
三
五
号

三
五
五　

憲
法
審
査
会
は
、
憲
法
改
正
原
案
及
び
日
本
国
憲
法
に
係
る
改
正
の

発
議
又
は
国
民
投
票
に
関
す
る
法
律
案
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

憲
法
審
査
会
は
、
憲
法
改
正
原
案
及
び
日
本
国
憲
法
に
係
る
改
正
の
発
議
又
は
国
民
投
票
に
関
す
る
法
律
案
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
定
め
で
あ
る
。

参
照　

五
八
号
、
五
九
号
、
一
五
二
号
、
一
五
三
号
、
三
三
七
号
、
諸
表
六

憲
規

　
第
一
四
条

⎛

規
第
一
八
〇
条⎞

⎝

　
の
二
　
　⎠

国
第
一
〇
二
条

　
の
七
　
　
　

　
第
一
〇
二
条

　
の
九
　
　
　

⎛

国
第
五
七
条⎞

⎝

　
の
三
　
　⎠

憲
規

　
第
二
六
条

（
規
第
五
〇
条
）



三
四
二

三
五
六　

憲
法
審
査
会
の
会
議
は
、
公
開
と
す
る

憲
法
審
査
会
の
会
議
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
憲
法
審
査
会
の
決
議
に
よ
り
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
憲
法
審
査
会
の
運
営
に
つ
い
て

第
百
七
十
九
回
国
会
憲
法
審
査
会
幹
事
懇
談
会
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
九
日
）

憲
法
審
査
会
の
傍
聴
に
つ
い
て
は
、
議
員
紹
介
を
要
す
る
こ
と
と
し
、
会
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

参
照　

一
七
五
号

三
五
七　

憲
法
審
査
会
は
、
憲
法
改
正
原
案
に
関
し
、
衆
議
院
の
憲
法
審
査
会

と
協
議
し
て
合
同
審
査
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る

憲
法
審
査
会
は
、
憲
法
改
正
原
案
に
関
し
、
衆
議
院
の
憲
法
審
査
会
と
協
議
し
て
合
同
審
査
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る

定
め
で
あ
る
。

憲
法
審
査
会
が
衆
議
院
の
憲
法
審
査
会
と
合
同
審
査
会
を
開
く
に
は
、
会
長
が
衆
議
院
の
憲
法
審
査
会
会
長
と
協
議
し

た
後
、
そ
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

憲
規

　
第
二
二
条

国
第
一
〇
二
条

　
の
八
　
　
　

憲
規

　
第
二
四
条



三
四
三

第
十
五
章　

憲
法
審
査
会　
　

（
三
五
六
―
三
五
八
）

憲
法
審
査
会
の
合
同
審
査
会
は
、
憲
法
改
正
原
案
に
関
し
、
各
議
院
の
憲
法
審
査
会
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

参
照　

三
〇
九
号
―
三
一
四
号
、
三
一
六
号
―
三
一
八
号

三
五
八　

議
事
そ
の
他
運
営
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
憲
法
審
査
会
の
議
決

に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る

参
議
院
憲
法
審
査
会
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
そ
の
他
運
営
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
憲
法
審
査
会
の
議

決
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

○
憲
法
審
査
会
の
運
営
に
つ
い
て

第
百
七
十
九
回
国
会
憲
法
審
査
会
幹
事
懇
談
会
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
九
日
）

憲
法
審
査
会
の
運
営
は
、「
参
議
院
憲
法
審
査
会
規
程
」
に
基
づ
い
て
運
営
す
る
が
、
規
程
の
足
ら
ざ
る
部
分
に
つ
い

て
は
、
既
存
の
委
員
会
・
調
査
会
の
運
営
を
参
考
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
運
営
に
関
す
る
細
則
を
定
め
る
。

憲
規

　
第
二
七
条




